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２号様式  協議の経過  

 開会 午前９時３０分 

福田委員長 皆さん、おはようございます。13 日夜、地震の際には５強で集まると 

いうことで、皆さんにはお集まりいただきました。大変お疲れ様でした。 

また、町内におきましては、翌日各家を回ったところ、お二人の一人暮

らしの方が自宅で亡くなっていた、という情報もありました。それから、

水道事業所の方の話を聞きますと、各地で漏水があり、直ちに対処する

というお話を受けました。 

全国版では、北浦の女性がけがをしたと報道されましたのが、大きな

被害はなかったのかなと思います。今後も１週間程度、余震に気を付け

て過ごしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

ただいまより、第 14 回教育、民生常任委員会を行います。藤田委員 

につきましては遅れてくるという届け出がありましたので、このまま続

けます。 

今日の会議事項ですけれども、本町の貸付金額についてと、返済の一 

部補助の補助上限額の検討について、ということで協議をしていきたい

と思います。 

 皆さんには、齊藤次長にお願いいたしまして、近隣市町の貸付金額の

状況についてということで、調べていただきました。まずこのことにつ

きまして、齊藤次長からお願いいたします。 

齊藤事務局次長 はい。近隣市町の状況を調べさせていただきまして、金額だけ抜きだ 

すような形で表にしてみました。利府町だけどことも違っていまして、

奨学金制度がなく、資金融資という形で教育資金を貸し付ける形のよう

で、今まで調べたものとは違っているところでした。 

 あとは、自宅か自宅外という条件が付いているところもありましたの

で、このような表にしてみました。 

 以上です。 

福田委員長 ありがとうございました。 

それでは、暫時休憩します。 

 休憩 午前９時３３分 

再開 午前９時３６分 

福田委員長  再開いたします。 

 私たちが調査しようとしているのにつきましては、貸付金額の状況

で、どれぐらいにしたほうがいいのか。返済の一部補助の金額を決める

にあたって、基本となるのは本町の貸付金額となっております。高校生

が月 17,000 円、大学生が月 40,000 円という金額になっているので、ま

ず、この金額が妥当なのかどうか、皆さんで協議をして、低すぎるので

あれば増額を考えたほうがいいのかと思い、他市町の貸付金額を調べて

もらいました。 
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まず、本町の貸付金額についての検証を行いたいと思います。 

休憩いたします。 

 休憩 午前９時３７分 

再開 午前９時５６分 

福田委員長  再開いたします。 

 町の貸付金額についての検証をいたしました。国立、私立、専門学校

につきましても、学費は 10 年前とほぼ変化はないということで、高校

生は 17,000 円、大学生は 40,000 円、今のままでよいということにいた

したいと思います。これにご異議ございませんか。（「なし」の声多数あ

り）それでは、そのようにいたします。 

 続きまして、一部補助の金額について協議していきたいと思います。 

 休憩いたします。 

 休憩 午前 ９時５７分 

再開 午前１０時０４分 

福田委員長  再開いたします。 

 藤田委員出席でございます。 

休憩します。 

 休憩 午前１０時０４分 

再開 午前１０時３１分 

福田委員長  再開いたします。 

 委員全員出席ですので常任委員会は成立いたしております。 

引き続き協議を行います。 

休憩します。 

 休憩 午前１０時３１分 

再開 午前１１時０８分 

福田委員長  再開いたします。 

ただいま皆さんで協議していただきました。今のところ３年間で 1 年

間 30 万円の補助、それの根拠といたしまして、町の奨学金、４年間の

貸付金額の半額補助が 96 万円です。これをベースに導き出しました。

あくまでも、借りた方の３年間の返済計画に基づくものとして、ただい

ま皆さんの案をまとめたところです。 

なお、次回に金額を再度、皆さんでいろいろな情報を得ながら次回に

決定していきたいと思います。皆さん各自、調査を行って次回に活かし

ていただきたいと思います。 

これからの進め方といたしまして、この一部補助の条件につきまして

は決めました。条件には、町内に住所を有して、町内の事業所に就労し

ていること。それから、職種といたしまして、資格を有するものとして、

職種を抜粋しております。最後に残ったのが一部補助の金額ということ

で、今後金額が決まればそれをどのように町に提言していくのか。提言
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でするのか、条例化で提案していくのかも含めて、皆さんとまた協議を

していきたいと思います。 

休憩します。 

 休憩 午前１１時１０分 

再開 午前１１時１４分 

福田委員長 再開いたします。 

次回の３月 29 日午前９時 30 分からということにしたいと思います。 

他に皆さんから何かありませんか。無いようですので、これで今日の

会議を終わります。 

副委員長挨拶お願いします。 

柳田副委員長 皆さん大変お疲れ様でございました。教育、民生常任委員会のほうも

最終段階に入ってまいりました。皆さんと研究テーマの……のいい中身

にしたいと思いますので、御協力のほうよろしくお願いいたします。本

日はどうもお疲れ様でした。 

 閉会 午前１１時１５分 
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